
 

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を 

改正する政令（案）」に対する意見募集の実施結果について 

（国際希少野生動植物種の追加及び削除等） 

 

１．募集意見の概要 

（１） 意見募集の周知方法 

環境省ホームページへの掲載及び記者発表 

 

（２） 資料の入手方法 

窓口配布、インターネットによる上記ホームページの閲覧、郵送 

 

（３） 意見提出期間 

平成 28年 11月 8日（火）～12月 7日（水） 30日間 

 

（４） 意見提出方法 

郵送、FAX、電子メール 

 

（５） 意見提出先 

環境省自然環境局野生生物課 

 

２．意見募集結果 

（１）意見提出件数  

提出方法 数 

郵送 ０通 

FAX ２通 

電子メール ３通 

計 ５通 

 

（２）整理した意見の総数 

・今回の改正政令案に係るもの   ７件 

・その他の意見   ２件 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料２－２ 



（３）意見等の概要と意見に対する考え方について 

意見概要（※） 件数 理由概要 頂いた意見に対する考え方 

【今回の政令改正案に係るもの】 

１ せんざんこう科の全形

を保持した皮を譲渡規

制の対象とすることに

は反対である。 

 

１ ・過去に合法に仕入れた

センザンコウの皮革を大

量に保有しており、今後

それらの売買にあたって

登録が必要となること

は、手続きの煩雑さ及び

登録費用の双方の面で、

業務に多大な影響が予想

される。 

 種の保存法では、国際希少

野生動植物種の器官であっ

て、「社会通念上需要が生じる

可能性があるため、法に基づ

き種の保存のための措置を講

ずる必要があり、かつ種を容

易に識別することができるも

の」を、規制の対象となる「器

官」に指定しています。せん

ざんこう科の皮については、

製品の原材料等として国内で

流通しており、せんざんこう

科以外の種の皮とも識別が可

能であるため、譲渡し等の規

制の対象とすることが適当だ

と考えます。 

２ せんざんこう科の皮及

び皮革製品を、「原材料

器官等」に指定するこ

とに賛成。 

 

１ ・せんざんこうの皮革製

品は既に市場に数多く出

回っているため、それら

一つ一つに登録を求める

ことは非現実的である。 

・商売上の観点からは、

全形を保持した皮につい

ても譲渡規制からの除外

を希望したいところでは

あるが、今後、密輸入さ

れた皮との区別を明らか

にするという観点から

は、譲渡にあたって登録

が必要となることはやむ

を得ない。 

頂いた御意見は、今後の施策

の参考とします。 

３ せんざんこう科の皮及

び皮革製品を、「原材料

器官等」に指定するこ

とに反対。 

１ ・せんざんこう科の皮革

製品は、牛革や爬虫類の

革の製品ほど一般的に流

通していない。輸入量も

少ない。 

 せんざんこう科の皮及び皮

革製品は国内で流通している

ため、「器官・加工品」に指定

し、規制の対象とする必要が

あるものの、製品等は国内で



・国内の在庫については、

原材料器官に指定せずと

も、登録することで国内

取引は可能である。 

 

多数流通しており個々に登録

を求めることは実務上困難で

あり、原材料器官等に指定す

ることは適当だと考えます。 

４ せんざんこう科につい

て、その鱗・皮だけで

なく「身肉」も「器官」

に指定し、また身肉を

用いた加工品も、法に

おける「加工品」に指

定して譲渡を規制する

べきである。 

 

１ ・中国等では、せんざん

こうの主な用途として、

食肉利用が知られてお

り、今後、日本でも身肉

の需要が高まる危険性は

否定できない。また、身

肉が伝統薬に使用されて

いるとの報告がある。 

・需要の増加や刺激につ

ながる可能性を極力排除

すべきである。 

 現在、せんざんこう科の肉

が国内で流通しているとの情

報はなく、新たに需要が生じ

る可能性があるとも言えない

ため、「身肉及びその加工品」

を規制対象にする必要がある

とは考えていません。 

５ せんざんこう科につい

て、「鱗を材料として製

造された物品で人が摂

取するものその他環境

省令で定めるもの、皮

革製品」だけでなく、

「鱗を原料として製造

された装身具」も「加

工品」に追加すること

を検討されたい。 

 

１ ・インドではせんざんこ

うの鱗を用いた指輪が出

回っており、現時点では

国内での販売は確認され

ていないが、今後オンラ

イン取引等により国内取

引が生じる蓋然性は小さ

くはない。 

・需要の増加や刺激につ

ながる可能性を極力排除

すべきである。 

 現在、せんざんこう科の鱗

を用いた装身具が国内で流通

しているとの情報はなく、新

たに需要が生じる可能性があ

るとも言えないため、「鱗を原

料として製造された装身具」

を規制対象にする必要がある

とは考えていません。 

 

６ ヨウムについて、現在

国内で飼育されている

個体の登録を速やかに

認め、将来多年にわた

って登録可能としてほ

しい。 

 

１ ・国内で多数のヨウムが

飼育及び繁殖されてお

り、登録の簡素化などに

よる速やかな登録が求め

られる。 

・ヨウムは長寿命であり、

現在国内にある個体の登

録が将来的にも認められ

る必要がある。 

 個体等が登録要件に該当す

ると確認できた場合には、速

やかに登録するよう努めて参

ります。 

７ 人為的に飼育繁殖され

たヨウムについては、

譲渡規制の対象から除

１ ・ヨウムは繁殖可能であ

り、国内で流通している

多くの個体は海外又は国

 飼育繁殖した個体が種の保

存法に基づく個体等の登録要

件に該当している場合、その



外してほしい。 

 

内で繁殖された個体であ

る。これらの繁殖個体の

販売は種の保存に影響を

及ぼさないため、規制す

る必要はない。 

個体を登録することができま

す。登録された個体について

は、譲渡し等の規制の対象外

になります。 

【その他の意見】 

８ ヨウムが国際希少野生

動植物種に指定された

こと及びその規制内容

を、所有者以外を含め

て、広く一般に知らせ

てほしい。 

 

１ ・ヨウムは長命であり、

所有者の死亡後に譲渡の

必要性が生じる場合も想

定されるため、所有者以

外にも規制や登録方法を

周知しておく必要があ

る。 

 ヨウムを含め、今回の国際

希少野生動植物種の追加等が

決定した際には、報道発表を

行うとともに、規制内容とと

ともに関係団体等への周知を

行うなど、その周知に努めて

参ります。 

９ 国際希少野生動植物種

に対する規制自体に正

当性がなく、廃止すべ

きである。 

 

 

１ ・これまでのパブリック

コメントの回答等で示さ

れた環境省の考えは、嘘

やごまかしであり、規制

の正当性に欠ける。 

 

 絶滅のおそれのある野生動

植物の種の保存は、国際的に

も緊急の課題であり、我が国

も積極的な協力が求められて

います。このため、本邦にお

いて絶滅のおそれのある野生

動植物の種のみならず、条約

等に基づき我が国がその保存

に責任を有する種について

も、輸出入及び譲渡し等を規

制する措置を講ずることが必

要です。 

 


